
1

令和 6年 11 月 25 日

令和６年第５回高山市議会定例会 提出議案について

・報告案件 ３件

・条例案件 ４件

・事件案件 １８件

・予算案件 ３件

・人事案件 １件

計 ２９件

問 合 先

担当課 総務部 総務課

課長 下野 泰功

係名 法制・選挙係

担当係長 森本 明義

連絡先 電話（直通 0577-35-3133）

（内線 2453）

記者会見資料①
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令和６年第５回高山市議会定例会 提出議案の概要

報第２０号 損害賠償の額の決定の専決処分について （Ｐ３）

令和６年８月２１日、高山市三福寺町１８００番地 資源リサイクルセンター埋立処分地で発

生した粗大ごみを投棄する際に投入口から転落した事故に関し、損害賠償金を支払うことについ

て専決処分したので報告する。

専決年月日 令和６年１０月２５日

損害賠償額 １，５８１円

報第２１号 令和６年度高山市一般会計補正予算（第７号）の専決処分について （Ｐ４）

衆議院の解散に伴う選挙の実施に係る補正予算の専決処分について報告するもの

専決年月日 令和６年１０月１日

補 正 額 ６１，０００千円（補正後 65,219,614 千円 当初予算に対し 5.7%増）

内 容 衆議院の解散に伴う選挙費

報第２２号 令和６年度高山市一般会計補正予算（第８号）の専決処分について（Ｐ１３）

新型コロナワクチン接種による健康被害給付金の給付に係る補正予算の専決処分について報

告するもの

専決年月日 令和６年１１月１９日

補 正 額 １２，７７６千円（補正後 65,232,390 千円 当初予算に対し 5.7%増）

内 容 新型コロナワクチン接種による健康被害給付金

議第９９号 高山市各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついて （Ｐ１７）

高山市新火葬場建設検討委員会設置条例の廃止に伴い改正するもの

施行期日 公布の日
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議第１００号 高山市宿泊税条例について （Ｐ１９）

観光を活用した持続可能な地域づくりをすすめる財源として、宿泊税を課するため制定するも

の

・宿泊施設（旅館、ホテル、民泊など）での宿泊に対し、宿泊料金に応じて宿泊税を課税

宿泊料金 １０，０００円未満 １人１泊 １００円

宿泊料金 １０，０００円以上３０，０００円未満 １人１泊 ２００円

宿泊料金 ３０，０００円以上 １人１泊 ３００円

施行期日 規則で定める日（令和７年１０月１日を予定）、令和７年２月１日（準備行為等）

議第１０１号 高山市国民健康保険診療所の設置に関する条例の一部を改正する条例につ

いて （Ｐ２９）

高山市国民健康保険丹生川診療所を設置するため改正するもの

・位置 高山市丹生川町町方８８番地

施行期日 令和７年４月１日

議第１０２号 高山市企業立地促進条例の一部を改正する条例について （Ｐ３１）

地域再生法等の改正に伴い改正するもの

・本社機能移転計画による事業に係る助成金について、対象とする事業部門及び施設の追加並

びに指定要件の見直し

対象となる事業部門に商業事業部門及びサービス事業部門を追加

対象となる施設に特定業務福利厚生施設及び特定業務児童福祉施設を追加

投下固定資産総額（中小企業以外） ２，５００万円以上 → ３，５００万円以上

施行期日 公布の日（令和６年４月１９日以後に新たに本社機能移転計画が認定された事業所

等について適用）

議第１０３号 都市計画道路松之木千島線（松之木～江名子工区）トンネル新設工事請負

契約の締結について （Ｐ３７）

都市計画道路松之木千島線（松之木～江名子工区）トンネル新設工事請負契約を締結するもの

契約の金額 ６，０６６，５００，０００円
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議第１０４号 丹生川中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築）請負契約の締結につい

て （Ｐ３８）

丹生川中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築）請負契約を締結するもの

契約の金額 ３３０，８８０，０００円

議第１０５号 ごみ処理施設建設敷地造成工事請負契約の変更について （Ｐ４０）

ごみ処理施設建設敷地造成工事請負契約を変更するもの

契約の金額（変更前） ４９１，７００，０００円

契約の金額（変更後） ５２９，４６３，０００円

議第１０６号から議第１２０号まで 指定管理者の指定について （Ｐ４１～Ｐ５５）

対象施設 ７８施設（全て更新施設）

指定期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間）。ただし、高山市国府

児童館については、令和７年４月１日から令和１１年３月３１日まで（４年間）

議第１２１号 令和６年度高山市一般会計補正予算（第９号） （別冊）

補 正 額 ９８９，６７２千円（補正後 66,222,062 千円 当初予算に対し 7.3%増）

主 な 内 容 ふるさと納税の寄附額増加に伴う関連経費の増額 ４００，０００千円

ふるさと納税の寄附額増加に伴う積立金の増額 ４００，０００千円

公共交通利用促進補助金の増額 ３，０００千円

私立保育所への児童保育委託料の増額 ６８，０００千円

生活保護扶助費（医療扶助費）の増額 ６０，０００千円

建築物耐震診断事業補助金の増額 ３，０００千円

令和６年９月豪雨による被災箇所の災害復旧費 ２８，０００千円

（債務負担行為 中学校教員用指導書等の購入 ４０，０００千円）

議第１２２号 令和６年度高山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） （別冊）

直診勘定

補 正 額 １１，６００千円（補正後 1,265,100 千円 当初予算に対し 4.4%増）

内 容 高山市国民健康保険丹生川診療所の開設に係る整備

別紙①

別紙②

別紙③

別紙④

別紙⑤

別紙⑦

別紙⑥
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議第１２３号 令和６年度高山市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） （別冊）

補 正 額 １５６，９２３千円（補正後 9,719,923 千円 当初予算に対し 1.6%増）

内 容 令和５年度介護給付費負担金等の精算に伴う返還金

議第１２４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について （提案当日配付）
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令和 6年 11 月 25 日

ふるさと納税の寄附額の増加について

１ 概要

令和６年度の寄附額については、当初３０億円と想定し、制度運用に必要な関連経

費を計上していましたが、現状から３８億円程度の寄附額（８億円増）になることが

見込まれるため、寄附者への返礼品代やポータルサイトの運営費、寄附推進業務委託

料等の関連経費を増額するとともに、飛騨高山ふるさと基金への積立金を増額します。

２ 補正予算額

８００，０００千円 関連経費 ４００，０００千円

積立金 ４００，０００千円

＜参考＞ 寄付額推移

※令和６年１月から１２月までの寄附については、関連経費に充当した残りの額を飛騨高

山ふるさと基金へ積立て、令和７年度の事業に充当します。

件 数 金 額

10 月末 年度末 10 月末 年度末

令和４年度 57,660 件 166,387 件 12 億 252 万円 39 億 3,890 万円

令和５年度 78,103 件 154,772 件 16 億 6,306 万円 34 億 9,382 万円

令和６年度
（速報値）

51,095 件

(見込み）

166,000 件

（速報値）

11 億 5,884 万円

(見込み）

38 億円

前年度比 65％ 107％ 70％ 109％

問 合 先

担当課 飛騨高山プロモーション戦略部 ブランド戦略課

課長 下裏 直哉

係名 ブランド戦略係

係長 山本 貴文

連絡先 電話（直通 0577-35-3001）

（内線 2278）

ふるさと納税の寄附額が、当初の想定より増加する見込みであるため、制度運用に必

要な関連経費等を増額します。引き続き、高山市の取り組みや地場産品の魅力を発信し、

より多くの方に高山市を応援していただけるよう取り組みます。

別紙①
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令和 6年 11 月 25 日

公共交通利用促進補助金について

１ 概要

市が運行する匠バス飛騨の里線（１乗車１００円）と同じルートを運行している

さるぼぼバス（民営）については、１乗車２１０円の運賃のうち１１０円（差額）

を市が補助しています。

観光客等の増加によりさるぼぼバスの利用者が増加したことから、差額補助に係

る予算を増額します。

２ 利用実績

令和６年４月～９月 ５５，１７４人（前年度比１７％増）

３ 補正予算額

３，０００千円（当初予算額１０，５００千円）

公共交通利用促進補助金１２，０００千円のうちさるぼぼバスの差額補助分

問 合 先

担当課 都市政策部 都市計画課

課長 大下 雅己

係名 政策企画係

係長 柚村 守一

連絡先 電話（直通 0577-57-7444）

（内線 2363）

高山濃飛バスセンターと飛騨の里の間を運行する、匠バス飛騨の里線（観光特化型バ

ス）とさるぼぼバスの利用者の増加を踏まえ、公共交通利用促進事業補助金の予算を増

額します。

別紙②

匠バス
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令和 6年 11 月 25 日

私立保育所への児童保育委託について

市では、保護者が就労等によりこどもを家庭で保育できない場合、公立保育園での受

け入れや私立保育園等への委託により、保育を実施しています。

近年の燃料費をはじめとした物価高騰等による国の定める公定価格の上昇に伴い、保

育委託料が不足する見込みであるため、予算を増額して対応します。

１ 概要

私立保育園に支弁する令和６年度の保育委託料について、物価高騰等による公定価格

の上昇分を増額します。

２ 対象

私立保育園

３ 補正予算額

６８，０００千円（当初予算額１，９８１，０００千円）

問 合 先

担当課 こども未来部 こども政策課

課長 前田 研治

係名 保育・幼稚園係

係長 谷口 友和

連絡先 電話（直通 0577-35-3140）

（内線 2938）

別紙③
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令和 6年 11 月 25 日

建築物耐震診断事業補助金について

１ 概要

昭和５６年以前に建築された建物は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前

の旧耐震基準によって建築されていることから、耐震性能が不十分とされています。

市内に存する建築物の耐震診断を支援することにより、耐震化を促進していますが、

申請件数の増加を踏まえ、予算を増額し地震に強いまちづくりを進めます。

２ 利用実績

令和６年１０月末時点 ４件 ３，１００千円（前年度比１３８％増）

３ 補助対象経費

（１）伝統構法木造建築物(※)の耐震診断を行うための費用

（２）木造住宅以外の建築物の耐震診断を行うための費用

※建築基準法が施行された昭和 25 年以前に建築された木造建築物

４ 補助額

（１）補助対象経費の１０／１０（１戸あたり上限３０万円）

（２）補助対象経費の２／３（限度額は次に掲げる額）

① 一戸建て住宅 １戸あたり１３万６千円

② ①以外の建築物 次に定める額に床面積を乗じて得た額

ア 床面積 1,000 ㎡以内の部分は、1㎡当たり 3,670 円以内

イ 床面積 1,000 ㎡超え 2,000 ㎡以内の部分は、1㎡当たり 1,570 円以内

ウ 床面積 2,000 ㎡超える部分は、1㎡当たり 1,050 円以内

５ 補正予算額

３，０００千円（当初予算額２，６００千円）

市では、地震に強い安全・安心なまちづくりを進めるため、建築物の耐震診断及び耐

震改修工事に要する費用の一部を助成しています。

今回、能登半島地震の影響を受け耐震診断の申請件数が増加していることを踏まえ、

予算を増額して支援します。

別紙④

問 合 先

担当課 都市政策部 建築住宅課

課長 尾﨑 啓介

係名 開発指導係

係長 天木 秀幸

連絡先 電話（直通 0577-35-3159）

（内線 2317）
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令和 6年 11 月 25 日

令和６年９月豪雨災害復旧について

１ 実施概要

農地災害復旧工事 ３箇所（丹生川地域、国府地域）

２ 実施時期

令和７年１月～令和７年１２月（国の災害査定後に実施予定）

３ 補正予算額

２８，０００千円

※債務負担行為３，０００千円（令和６年度から令和７年度まで）

問 合 先

担当課 農政部 農務課

課長 水橋 靖

係名 農業土木係

係長 北村 達也

連絡先 電話（直通 0577-35-3141）

（内線 2229）

令和６年９月の大雨の影響による被災箇所について、災害復旧工事を実施します。

別紙⑤
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令和 6年 11 月 25 日

中学校教員用指導書等の購入について

１ 概要

文部科学省による４年に１回の中学校教科書改訂に伴い、令和７年度から使用する

教員用指導書等を一括購入し、市内１２校（義務教育学校１校を含む）に配付・運用

します。（生徒用の教科書は国が配付。教員用の教科書や指導書等は自治体負担）

今回からデジタル教科書が包含されるようになり、デジタルならではの利点を生か

した、より理解が深まる指導ができるようになります。

契約締結及び納入時期を考慮し、債務負担行為を設定します。

２ 事業内容

・４年分を一括購入（令和７～１０年度分）

・購入予定数：教科書１，０２３冊

指導書等（デジタル教科書含む）７３８冊 合計１，７６１冊

３ 実施時期

令和７年３月 契約締結

〃 ４月 納入

４ 補正予算額

債務負担行為 ４０，０００千円

問 合 先

担当課 教育委員会事務局 学校教育課

課長 大坪 辰也

係名 学務情報係

係長 松下 義和

連絡先 電話（直通 0577-35-3154）

（内線 2358）

４年に１度の中学校教科書改訂に伴い、中学校で使用する教員用の教科書や指導書等

の購入を行います。（債務負担行為）

別紙⑥
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令和 6年 11 月 25 日

高山市国民健康保険丹生川診療所の開設について

１ 概要

現在、丹生川地域では、閉院後の診療所において巡回診療を行っていますが、患者

数も増加傾向にある中、無医地区とならないよう地域医療を継続していくため、令和

７年４月１日から高山市国民健康保険丹生川診療所として開設します。

旧診療所を活用し開設するにあたり、診療に必要な医療機器やネットワークシステ

ム等を整備します。

２ 整備内容

・電子カルテシステム関連機器の購入

・Ｘ線画像診断読取装置の購入

・ネットワーク環境の整備 など

３ 補正予算額

１１，６００千円

問 合 先

担当課 医療保健部 医療政策課

課長 黒谷 渉

係名 診療所管理係

係長 金子 久徳

連絡先 電話（直通 0577-35-3177）

（内線 2802）

今年４月末で民間の診療所が閉院した丹生川地域において、地域住民が将来にわたっ

て安全で安心な医療が受けられるよう、令和７年４月１日に高山市国民健康保険丹生川

診療所を開設するため、必要な機器等を整備します。

別紙⑦


